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平
成
三
十
年
五
月
十
三
日
（
日
）、
小
雨

が
降
る
中
、
瀬
戸
内
市
牛
窓
町
牛
窓
で
は

「
ち
ょ
ー
さ
ー
じ
ゃ
」
と
元
気
な
声
が
響
い

て
い
た
。
牛
窓
神
社
の
春
の
例
祭
（
五
月
第

二
日
曜
日
）、
御
神
輿
の
巡
幸
で
あ
る
。

　

牛
窓
神
社
の
御
神
輿
は
、
文
政
八
年
（
一

八
二
五
）
に
再
興
さ
れ
た
も
の
で
、
岡
山
県

下
で
も
珍
し
い
総
欅
造
り
胴
六
角
の
神
輿
で

あ
り
、
春
秋
の
例
祭
に
は
町
内
巡
幸
の
神
事

が
厳
粛
に
執
り
行
わ
れ
る
。

　

早
朝
よ
り
牛
窓
神
社
に
て
祭
典
を
執
り
行

い
、
担
ぎ
手
の
人
々
に
よ
っ
て
御
神
輿
に
担

ぎ
棒
、
鳳
凰
、
鈴
な
ど
が
取
り
付
け
ら
れ
、

御
神
体
を
御
神
輿
に
お
遷
し
す
る
遷
御
の
儀

が
執
り
行
わ
れ
る
。
御
神
輿
を
担
い
で
境
内

を
三
周
（
場
合
に
よ
り
一
周
）
し
、
い
よ
い

よ
町
内
へ
。
町
内
に
は
十
六
か
所
の
御
旅
所

が
設
け
ら
れ
、
御
神
輿
は
一
日
か
け
て
町
内

を
巡
る
。
担
ぎ
手
は
各
地
区
が
順
番
に
担
当

し
、
四
年
に
一
度
順
番
が
回
っ
て
く
る
が
、

近
年
で
は
こ
れ
に
加
え
て
助
っ
人
の
担
ぎ
手

も
活
躍
し
て
い
る
。

　

秋
の
例
祭
（
十
月
第
四
日
曜
日
）
に
は
、

御
神
輿
に
加
え
て
各
地
区
の
船
だ
ん
じ
り
五

基
が
町
内
を
巡
幸
す
る
。

�

（
写
真
は
平
成
二
十
六
年
秋
の
御
神
輿
の
様
子
）

岡
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祝
祭
日
に
は
国
旗

を
掲
げ
ま
し
ょ
う

港
町
牛
窓
の

御
神
輿

神社本庁統理に鷹司尚武氏が就任されました。本庁提出書類などにお気を付けください。
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平
成
三
十
年
度
予
算
一
億
三
千
六
百
三
十
三
万

三
千
五
百
十
五
円
を
可
決
。

　

六
月
二
十
一
日
、
神
社
庁
講
堂
に
お
い
て
定
例
協

議
員
会
が
開
催
さ
れ
た
。

　

開
式
行
事
、
庁
長
挨
拶
に
次
ぎ
、　

長
江
議
長
が

登
壇
し
、
議
事
が
審
議
さ
れ
た
。

　

報
告
事
項
と
し
て
、
藤
山
神
社
本
庁
評
議
員
が
、

五
月
に
開
催
さ
れ
た
神
社
本
庁
定
例
評
議
員
会
の

概
容
を
次
の
通
り
報
告
し
た
。

◎�

本
庁
予
算
は
、
前
年
度
比
千
五
百
八
十
六
万
円

増
の
四
十
九
億
五
千
八
百
五
十
万
円
。

◎�

不
活
動
法
人
対
策
を
文
化
庁
か
ら
解
消
の
協
力

を
求
め
ら
れ
て
お
り
、
職
員
派
遣
や
助
成
金
の
交

付
、
合
併
承
認
手
数
料
の
免
除
な
ど
の
施
策
継

続
。
特
任
宮
司
に
係
る
解
釈
変
更
。

◎�

本
年
十
二
月
、
神
社
本
庁
と
神
社
庁
間
を
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
結
ぶ
神
社
本
庁
シ
ス
テ
ム
稼
働
。

◎�

神
社
振
興
対
策
と
し
て
、「
過
疎
地
域
神
社
活
性

化
推
進
委
員
会
」
を
設

置
、
各
神
社
庁
に
も
組

織
を
設
置
、
祭
礼
行
事

の
継
承
。
振
興
、
復
興

を
図
る
。
特
区
を
指
定

し
、
神
社
活
性
化
の
モ

デ
ル
ケ
ー
ス
と
な
る
よ

う
支
援
。

◎�

適
切
な
神
職
養
成
と
階

位
制
度
の
確
立
、
制
度

の
見
直
し
に
着
手
。

◎�

御
代
替
関
係
特
別
会
計

を
一
億
五
千
十
万
円
で

設
置
。
渉
外
活
動
、
情

宣
活
動
、
記
念
事
業
等

を
行
う
。

◎�

別
表　

東
京
都
中
「
富
岡
八
幡　

江
東
区
富
岡
一

丁
目
」
を
削
る
。

◎�

統
理
選
挙
で
北
白
川
道
久
氏
が
退
任
し
、
新
統

理
に
鷹
司
尚
武
氏
が
就
任
し
た
。

　

次
に
、
神
社
庁
事
業
報
告
と
し
て
、
神
社
庁
担

当
理
事
か
ら
各
委
員
会
（
総
務
、財
務
、教
化
、祭
祀
、

研
修
、
渉
外
）
の
実
施
し
た
事
業
が
報
告
さ
れ
た
。

　

次
に
、
議
事
の
審
議

○�

議
案
第
一
号
『
平
成
三
十
年
度
岡
山
県
神
社
庁

一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
』

　

日
野
財
務
委
員
長
が
予
算
概
要
の
説
明
を
行
い
、

質
疑
応
答
で
は
次
の
質
問
が
な
さ
れ
た
。

質
問　

次
回
の
直
階
検
定
講
習
会
及
び
権
正
階
検

定
講
習
会
は
何
時
開
催
の
予
定
か
。

回
答　

平
成
三
十
二
年
に
直
階
、
平
成
三
十
三
年

に
権
正
階
を
開
催
す
る
予
定
で
す
。

質
問　

神
社
庁
の
御
代
替
に
対
す
る
広
報
及
び
啓

蒙
を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

回
答　

来
年
四
月
開
催
の
岡
山
県
神
社
関
係
者
大

会
に
竹
田
恒
泰
氏
を
招
聘
し
、
御
代
替
の
講
演
会

を
開
催
す
る
予
定
で
す
。

神職の部
表彰種別 支部 奉務神社 役職 氏名 支部 奉務神社 役職 氏名 支部 奉務神社 役職 氏名
二条一号 岡山 石門別神社 宮司 髙須　美江 津山 久田神社 宮司 大山　富敏 川上 諏訪神社 宮司 髙田　賢彦

岡山 伊勢神社 権禰宜 見垣　佳子 東備 於奠神社 宮司 矢田嘉美男 久米 素鵞神社 宮司 小坂　博通
岡山 岡山神社 宮司 久山信太郎 東備 大内神社 宮司 川㟢　経夫

責任役員・総代の部
表彰種別 支部 奉務神社 役職 氏名 支部 奉務神社 役職 氏名 支部 奉務神社 役職 氏名
二条二号 倉敷都窪 阿智神社 責任役員 眞治　憲之 玉島浅口 大歳天神社 責任役員 田上　泰雄 井笠 大山祇神社 責任役員 谷本　幸三

倉敷都窪 濵田神社 責任役員 岡野　尚義 玉島浅口 大歳天神社 責任役員 畑　　辰明 吉備 西園神社 責任役員 森脇　　貢
津山 徳守神社 総代 林　　　勝 御津 日吉神社 責任役員 伊賀　信男 吉備 陶神社 責任役員 太田　壮一
津山 総社 総代 尾宮　敏之 御津 八幡宮 責任役員 芦田　英雄 吉備 八幡神社 責任役員 笠井　道哉
津山 高野神社 責任役員 堀内　映二 東備 宗形神社 責任役員 林田　　哲 吉備 阿宗神社 責任役員 服部　省吾
津山 上部神社 責任役員 今井　喬洋 東備 春日神社 責任役員 岡野　　眞 吉備 井神社 責任役員 小池　史郎
津山 髙田神社 総代 実石　直孝 東備 天津神社 責任役員 柴岡　紘一 吉備 總社 責任役員 小野　一雅
津山 青栁神社 責任役員 坂手　信夫 東備 八幡宮 総代 溝口　隆一 川上 大藏神社 責任役員 嶋村　典嗣
児島 八幡宮 責任役員 光岡　敏郎 東備 水行谷神社 責任役員 広石　幸衛 川上 八幡神社 責任役員 小川　　博
児島 新庄八幡宮 総代 中村洋二郎 邑久上道西大寺 牛窓神社 総代 万城憲一郎 川上 辰口八幡神社 責任役員 谷本　徹也
児島 新庄八幡宮 責任役員 山本　貢雄 邑久上道西大寺 大富八幡宮 責任役員 小山　親司 新見 足立神社 責任役員 長谷川　勝
児島 御崎神社 責任役員 近藤　嘉也 邑久上道西大寺 八幡宮 総代 岡　　健次 新見 天王八幡神社 責任役員 清水　堅治
児島 鴻八幡宮 総代 角南　平治 邑久上道西大寺 八幡宮 総代 横山　晴悟 真庭 見明戸八幡神社 責任役員 瀧本　　盈
玉島浅口 戸島神社 責任役員 山本　晴彦 邑久上道西大寺 八幡宮 総代 横山　雅一 真庭 八幡神社 責任役員 長田　正之
玉島浅口 戸島神社 責任役員 守分　庸雄 邑久上道西大寺 豊原南島神社 責任役員 相澤　玲也 美作 林野神社 責任役員 岡崎　正祐
玉島浅口 御前神社 責任役員 笠原　勝文 邑久上道西大寺 金山八幡宮 責任役員 藤原　研一 久米 志呂神社 責任役員 地頭代紘史
玉島浅口 七神社 責任役員 小林　立家 井笠 武荅神社 責任役員 土井　重光
玉島浅口 八幡神社 責任役員 笠原　　毅 井笠 金切神社 責任役員 馬越　健次

二条三号 玉島浅口 磐岩神社 磐岩神社千歳楽保存会安芸の会 井笠 荒神社 明治社 美作 町川神社 上町川老人クラブ「白菊会」

三条 津山 加茂神社 総代 西尾　長男 玉島浅口 鹽竃神社 責任役員 西山　寿男 美作 旭神社 責任役員 本田　榮宏
玉島浅口 羽黒神社 責任役員 高林　貞廣 玉島浅口 日吉神社 責任役員 横山元之介 美作 春日神社 責任役員 鎌田　敏路

平成29年度  岡山県神社庁規程表彰該当者

定
例
協
議
員
会
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平成30年度　岡山県神社庁

一般会計歳入歳出予算書
（平成30年7月1日〜平成31年6月30日）

歳 入 の 部 （単位 ：円）
科　　　　　目 予　算　額 前年度予算額 増　減（△）

Ⅰ　�神 饌 及 幣 帛 料 870,000 870,000 0 
１　�本 庁 幣 620,000 620,000 0 
２　�神 饌 及 初 穂 料 250,000 250,000 0 

Ⅱ　�財 産 収 入 6,000 6,000 0�
Ⅲ　�負 担 金 36,920,000 36,920,000 0 

１　�神 社 負 担 金 25,844,000 25,844,000 0 
２　�神 職 負 担 金 9,230,000 9,230,000 0 
３　�支 部 負 担 金 1,846,000 1,846,000 0 

Ⅳ　�交 付 金 65,800,000 64,100,000 1,700,000 
１　�本 庁 交 付 金 3,300,000 1,000,000 2,300,000 
２　�神宮神徳宣揚費交付金 62,100,000 62,700,000 △600,000 
３　�本 庁 補 助 金 400,000 400,000 0 

Ⅴ　�寄 付 金 10,000 10,000 0�
Ⅵ　�諸 収 入 3,555,000 6,805,000 △3,250,000�

１　�表 彰 金 50,000 50,000 0 
２　�預 金 利 子 5,000 5,000 0 
３　�申 請 料 ・ 任 命 料 2,000,000 2,000,000 0 
４　�会 費 1,200,000 4,450,000 △3,250,000 
５　�雑 収 入 300,000 300,000 0 

Ⅶ　�繰 入 金 1,200,000 1,200,000 0 
当 期 歳 入 合 計 108,361,000 109,911,000 △1,550,000 

前 期 繰 越 金 27,972,515 
25,577,486 2,395,029 
（27,745,081） （227,434）

歳 入 合 計 136,333,515 
135,488,486 845,029 
（137,656,081） （△1,322,566）

歳 出 の 部 （単位 ：円）
科　　　　　目 予　算　額 前年度予算額 増　減（△）

Ⅰ　�幣 帛 料 2,300,000 2,300,000 0 
１　�本 庁 幣 2,200,000 2,200,000 0 
２　�神 社 庁 幣 100,000 100,000 0 

Ⅱ　�神 事 費 400,000 400,000 0 

Ⅲ　�事 務 局 費 31,300,000 
30,372,000 928,000 
（31,072,000） （228,000）

１　�表 彰 並 び に 儀 礼 費 1,300,000 1,300,000 0 
　⑴　�各 種 表 彰 費 500,000 500,000 0 
　⑵　�慶 弔 費 800,000 800,000 0 

２　�会 議 費 200,000 
200,000 0 

（700,000） （△500,000）
３　�役 員 関 係 費 1,400,000 1,400,000 0 
　⑴　�役 員 報 酬 1,280,000 1,280,000 0 
　⑵　�地 区 会 議 関 係 費 120,000 120,000 0 

４　�給料及び福利厚生費 16,750,000 
16,272,000 478,000 

（16,472,000） （278,000）

　⑴　�給 料 8,850,000 
8,472,000 378,000 

（8,672,000） （178,000）
　⑵　�諸 手 当 5,700,000 5,000,000 700,000 
　⑶　�各 種 保 険 料 2,100,000 2,700,000 △600,000 
　⑷　�職 員 厚 生 費 100,000 100,000 0 
５　�庁 費 6,600,000 5,950,000 650,000 
　⑴　�備 品 費 1,200,000 700,000 500,000 
　⑵　�図 書 印 刷 費 750,000 750,000 0 
　⑶　�消 耗 品 費 1,400,000 1,400,000 0 
　⑷　�水 道 光 熱 費 1,250,000 1,200,000 50,000 
　⑸　�通 信 運 搬 費 900,000 900,000 0 
　⑹　�雑 費 1,100,000 1,000,000 100,000 
６　�交 際 費 1,100,000 1,100,000 0 
７　�旅 費 2,800,000 3,000,000 △200,000 
８　�維 持 管 理 費 950,000 950,000 0 
９　�法 務 対 策 費 200,000 200,000 0 

科　　　　　目 予　算　額 前年度予算額 増　減（△）

Ⅳ　�指 導 奨 励 費 12,289,000 
13,499,000 △1,210,000 
（13,839,000） （△1,550,000）

１　�教 化 事 業 費 4,768,000 
4,258,000 510,000 
（4,598,000） （170,000）

　⑴　�教 化 費 700,000 550,000 150,000 
　⑵　�広 報 費 1,100,000 930,000 170,000 
　⑶　�事 業 費 488,000 458,000 30,000 

　⑷　�神 宮 奉 賛 費 1,130,000 
970,000 160,000 

（1,310,000） （△180,000）
　⑸　�育 成 費 1,350,000 1,350,000 0 
２　�神 社 庁 研 修 所 費 2,000,000 5,500,000 △3,500,000 
　⑴　�研 修 費 2,000,000 2,000,000 0 
　⑵　�権 正 階 講 習 費 0 3,500,000 △3,500,000 
３　�祭 祀 研 究 費 1,000,000 1,850,000 △850,000 
４　�各 種 補 助 金 4,521,000 1,891,000 2,630,000 
　⑴　�神 政 連 関 係 費 135,000 135,000 0 
　⑵　�神 青 協 補 助 金 450,000 450,000 0 
　⑶　�氏 青 協 補 助 金 90,000 90,000 0 
　⑷　�県 教 神 協 補 助 金 90,000 90,000 0 
　⑸　�女子神職会補助金 162,000 162,000 0 
　⑹　�県 敬 婦 連 補 助 金 117,000 117,000 0 
　⑺　�神 楽 部 補 助 金 90,000 90,000 0 
　⑻　�作 州 神 楽 補 助 金 27,000 27,000 0 
　⑼　�支部長懇話会補助金 150,000 150,000 0 
　⑽　�神宮大祭派遣補助金 60,000 30,000 30,000 
　⑾　�教 誨 師 関 係 費 350,000 350,000 0 
　⑿　�団 体 参 拝 補 助 金 200,000 200,000 0 
　⒀　�過疎地域神社活性化助成金 2,300,000 0 2,300,000 
　⒁　�全 国 大 会 援 助 金 300,000 0 300,000 

Ⅴ　�各 種 積 立 金 6,987,500 6,510,000 477,500 
１　�職員退職給与積立金 1,327,500 850,000 477,500 
２　�正副庁長退任慰労金積立金 160,000 160,000 0 
３　�庁舎管理資金積立金 2,500,000 2,500,000 0 
４　�次期式年遷宮準備金 2,000,000 2,000,000 0 
５　�災 害 見 舞 積 立 金 500,000 500,000 0 
６　�関 係 者 大 会 積 立 金 500,000 500,000 0 

Ⅵ　�神 社 関 係 者 大 会 費 600,000 600,000 0 
Ⅶ　�負 担 金 22,579,300 22,626,150 △46,850�

１　�本庁災害慰謝負担金 303,150 303,150 0 
２　�本 庁 負 担 金 6,366,150 6,063,000 303,150 
３　�本 庁 特 別 納 付 金 12,650,000 13,000,000 △350,000 
４　�支 部 負 担 金 奨 励 費 2,960,000 2,960,000 0 
５　�負 担 金 特 別 対 策 費 300,000 300,000 0 

Ⅷ　�渉 外 費 620,000 720,000 △100,000 
１　�友 好 団 体 関 係 費 370,000 370,000 0 
２　�時 局 対 策 費 100,000 100,000 0 
３　�同 和 対 策 費 150,000 250,000 △100,000 

Ⅸ　�神宮神徳宣揚費交付金 33,000,000 33,000,000 0�
Ⅹ　�大 麻 頒 布 事 業 関 係 費 5,900,000 5,900,000 0 

１　�頒 布 事 務 費 500,000 500,000 0 
２　�頒 布 事 業 奨 励 費 5,400,000 5,400,000 0 

Ⅺ　�予 備 費 20,357,715 
19,561,336 796,379 
（20,688,931） （△331,216）

当 期 歳 出 合 計 136,333,515 
135,488,486 845,029 
（137,656,081） （△1,322,566）

次 期 繰 越 金 0 0 0 

歳 出 合 計 136,333,515 
135,488,486 845,029 
（137,656,081） （△1,322,566）

※款内流用を認める。
※表中の（　）内は補正予算額。
※増減（△）は、予算額が前年度予算に比して減額である場合△で表示する。

歳入総額� 136,333,515円

歳出総額� 136,333,515円
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去
る
四
月
二
十
三
日
、
二
十
四
日
に
岡
山

県
神
社
庁
の
春
の
参
拝
旅
行
が
実
施
さ
れ
ま

し
た
。
今
回
の
行
先
は
幕
末
維
新
志
士
の
ゆ

か
り
の
地
山
口
県
に
決
定
さ
れ
、
牧
神
社
庁

長
を
団
長
に
、
藤
山
副
庁
長
以
下
約
八
十
名

が
早
朝
岡
山
県
下
各
地
よ
り
山
口
県
へ
と
向

か
い
ま
し
た
。

　

最
初
の
目
的
地
で
あ
る
毛
利
博
物
館
へ
と

向
か
う
途
中
、
防
府
天
満
宮
す
ぐ
下
で
昼
食

を
と
り
ま
し
た
が
、
防
府
天
満
宮
に
は
約
百

段
の
石
段
が
あ
る
と
の
こ
と
で
参
拝
予
定
に

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
こ
こ
ま

で
来
た
か
ら
に
は
天
満
宮
に
お
参
り
し
な
け

れ
ば
と
、
昼
食
を
早
め
に
切
り
上
げ
て
お
参

り
さ
れ
る
方
も
お
り
、
さ
す
が
岡
山
県
神
社

庁
の
旅
行
団
と
感
心
い
た
し
ま
し
た
。

　

好
天
に
も
恵
ま
れ
、
予
定
通
り
に
毛
利
博

物
館
へ
と
到
着
い
た
し
ま
し
た
。
こ
こ
は
旧

長
州
藩
主
毛
利
家
に
伝
わ
る
美
術
工
芸
品
・

歴
史
資
料
約
二
万
点
、
国
宝
も
四
件
七
点
が

収
蔵
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
、
ち
ょ
う
ど
端
午

の
節
句
に
ち
な
ん
だ
企
画
展
が
開
催
中
と
の

こ
と
。
館
内
で
は
少
年
用
の
甲
冑
を
中
心
と

し
た
毛
利
家
伝
来
の
刀
剣
や
具
足
、
大
名
家

の
男
性
に
ま
つ
わ
る
名
品
が
展
示
さ
れ
て
お

り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
野
田
神
社
、
豊
栄
神
社
へ
と
移

動
し
、
自
由
参
拝
。
駐
車
場
で
は
神
職
の
歓

迎
を
受
け
て
社
殿
へ
と
向
か
い
ま
し
た
。
旧

別
格
官
幣
社
ら
し
い
、
し
っ
と
り
と
落
ち
着

い
た
神
域
に
、
参
加
者
の
間
か
ら
は
「
さ
す

が
だ
ね
」
と
声
も
あ
が
り
ま
す
。
左
手
に
野

田
神
社
、
右
手
に
豊
栄
神
社
が
鎮
座
。
そ
れ

ぞ
れ
に
拝
殿
、
垣
で
囲
ま
れ
た
本
殿
が
あ
り

ま
す
。野
田
神
社
の
御
祭
神
は
毛
利
敬
親
公
、

配
神
は
毛
利
元
徳
公
で
明
治
維
新
に
関
係
の

深
い
神
社
で
あ
り
ま
す
。
豊
栄
神
社
は
明
治

二
年
に
萩
か
ら
山
口
市
に
移
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
年
に
元
就
公
の
神
霊
に
対
し
て
豊
栄
の

神
号
が
朝
廷
よ
り
送
ら
れ
た
こ
と
な
ど
、
案

内
を
し
て
い
た
だ
い
た
神
職
二
名
よ
り
興
味

深
い
説
明
を
受
け
ま
し
た
。

　

次
に
大
広
間
の
歴
代
首
相
の
扁
額
が
素
晴

ら
し
い
山
口
市
菜
香
亭
を
見
学
し
ま
し
た
。

明
治
十
年
に
創
業
さ
れ
歴
代
の
政
治
家
や
文

人
ら
に
親
し
ま
れ
ま
し
た
こ
ち
ら
の
料
亭
は

平
成
十
六
年
に
現
在
の
地
に
移
し
、
当
時
の

面
影
を
今
に
伝
え
て
い
ま
す
。
丁
寧
な
説
明

を
受
け
つ
つ
扁
額
を
見
て
ま
い
り
ま
し
た

が
、
こ
ち
ら
は
直
筆
と
言
う
こ
と
で
、
ど
れ

か
ら
も
力
強
さ
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。
総
理
大

臣
は
や
は
り
字
が
う
ま
く
な
い
と
い
け
ま
せ

ん
。
神
職
も
近
年
は
朱
印
ブ
ー
ム
で
色
々
な

朱
印
を
拝
見
し
ま
す
が
、
宮
司
の
個
性
を
感

じ
ら
れ
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。

　

初
日
最
後
の
観
光
は
香
山
公
園
五
重
塔
と

な
り
ま
す
。
こ
ち
ら
は
国
内
で
も
最
も
美
し

い
五
重
搭
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
当
日

は
残
念
な
が
ら
池
の
改
修
工
事
等
が
行
わ
れ

て
お
り
ま
し
た
が
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド

の
案
内
も
あ
り
、
歴
史
の
勉
強
に
な
り
ま
し

た
。
こ
こ
に
は
明
治
維
新
の
集
会
所
で
、
薩

長
連
合
の
密
議
が
な
さ
れ
た
枕
流
亭
や
明
治

維
新
後
の
毛
利
家
歴
代
諸
霊
と
初
代
秀
就
の

墓
も
あ
り
ま
し
た
。
明
治
維
新
の
歴
史
を
感

じ
る
と
こ
ろ
で
し
た
。

　

宿
泊
は
湯
田
温
泉
西
の
雅
常
盤
。
懇
親

会
、
カ
ラ
オ
ケ
大
会
の
後
、
常
盤
名
物
で
あ

る
女
将
さ
ん
劇
場
が
催
さ
れ
ま
し
た
。
集
合

さ
れ
た
皆
様
は
七
十
歳
を
過
ぎ
て
お
ら
れ
ま

す
が
、
次
々
に
繰
り
出
さ
れ
る
出
し
物
に
は

年
齢
を
感
じ
さ
せ
な
い
も
の
が
あ
り
、
し
っ

か
り
パ
ワ
ー
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

二
日
目
は
初
日
と
違
い
朝
か
ら
雨
の
天
気

で
あ
り
ま
し
た
。
萩
市
武
家
屋
敷
と
松
陰
神

社
正
式
参
拝
へ
と
向
か
い
ま
す
。
神
社
の
都

合
で
二
班
に
分
か
れ
て
の
正
式
参
拝
と
な
り

ま
し
た
。
武
家
屋
敷
で
は
雨
に
も
か
か
わ
ら

ず
参
加
さ
れ
た
皆
様
各
々
目
的
の
あ
る
所
を

精
力
的
に
見
学
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
松
陰

神
社
は
数
年
前
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
大
河
ド
ラ
マ
の

時
に
大
き
く
整
備
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
境

内
に
は
日
本
国
内
だ
け
で
な
く
外
国
の
観
光

客
も
増
加
し
て
い
る
よ
う
で
、
出
迎
え
を
さ

れ
る
観
光
地
の
皆
さ
ん
は
大
変
な
ご
苦
労
を

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
し
た
。

　

主
目
的
地
で
あ
る
松
陰
神
社
は
、
先
ほ
ど

話
に
あ
げ
ま
し
た
大
河
ド
ラ
マ
に
も
登
場
し

た
吉
田
松
陰
先
生
を
祭
神
と
し
て
い
る
神
社

で
す
。
松
下
村
塾
で
維
新
志
士
を
始
め
と
し

た
数
多
く
の
人
材
を
育
て
、
そ
の
塾
生
達
は

明
治
維
新
を
成
し
遂
げ
る
原
動
力
と
な
り
ま

し
た
。
正
式
参
拝
の
ほ
か
短
い
時
間
な
が
ら

も
松
下
村
塾
に
上
が
り
青
田
宮
司
か
ら
講
義

を
受
け
る
と
い
う
貴
重
な
体
験
が
で
き
、
参

加
者
一
同
、
今
回
の
旅
行
に
参
加
し
て
よ

か
っ
た
と
の
思
い
を
抱
か
れ
た
こ
と
と
推
察

し
ま
す
。

　

さ
て
旅
行
中
最
も
心
に
残
り
ま
し
た
の

は
、
あ
る
宮
司
さ
ん
が
山
口
県
に
住
ま
わ
れ

て
い
る
親
族
と
一
緒
に
正
式
参
拝
を
さ
れ
、

庁
長
、
副
庁
長
に
も
挨
拶
さ
れ
て
お
ら
れ
た

明
治
維
新
百
五
十
年 

松
陰
神
社
正
式
参
拝

維
新
志
士
の
ゆ
か
り
の
地
を
た
ど
る

春
の
参
拝
旅
行�

神
社
庁
理
事
　
岡
　
部
　
典
　
雄��
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四
月
二
十
日
に
、
恒
例
の
岡
山
県
神
社
関

係
者
大
会
が
岡
山
市
民
会
館（
岡
山
市
北
区
）

に
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
本
年
は
天
皇
陛
下

御
即
位
三
十
年
奉
祝
の
年
で
も
あ
り
、
祝
辞

を
神
社
本
庁
総
長
、
田
中
恆
清
様
を
始
め
、

多
く
の
ご
来
賓
の
皆
様
に
頂
戴
い
た
し
ま
し

た
。
そ
し
て
、
神
社
界
の
目
下
の
課
題
で
あ

る
「
人
口
減
少
社
会
」
と
い
か
に
向
き
合
う

か
と
言
う
点
で
、
県
神
社
庁
の
牧
庁
長
を
中

心
に
県
神
社
界
が
一
致
団
結
し
て
い
か
ね
ば

な
ら
な
い
と
、気
持
ち
を
引
き
締
め
ま
し
た
。

　

第
一
部
の
講
演
会
に
は
、
山
口
県
神
社
庁

庁
長
、
高
松
八
幡
宮
宮
司
金
長
広
典
様
よ
り

「
明
治
維
新
の
原
点
」
︱
至
誠
そ
し
て
百
事

一
新
︱
と
題
し
ま
し
た
ご
講
演
を
賜
り
ま
し

た
。
山
口
県
の
田
布
施
町
の
高
松
八
幡
宮
は

明
治
維
新
の
発
祥
の
地
の
一
つ
で
あ
り
、
幕

末
の
志
士
達
の
国
を
想
う
気
持
ち
が
明
治
維

新
を
起
こ
し
た
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
う

い
っ
た
中
、
現
代
の
日
本
人
で
あ
り
神
職
で

あ
る
我
々
は
、
何
を
考
え
行
動
す
る
べ
き
か

と
い
う
事
を
考
え
直
す
一
助
と
な
る
ご
講
演

で
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
第
二
部
の
大
会
式
典
に
お
き
ま
し

て
、
初
任
用
神
職
へ
の
辞
令
が
交
付
さ
れ
た

九
名
の
新
た
な
神
職
の
内
、三
名
が
登
壇
し
、

決
意
を
新
た
に
い
た
し
ま
し
た
。
神
社
を
取

り
巻
く
環
境
が
年
々
厳
し
く
な
る
中
で
、
神

社
の
護
持
運
営
や
伝
統
文
化
の
継
承
を
担

う
、
フ
レ
ッ
シ
ュ
な
神
職
の
仲
間
が
増
え
て

い
く
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
喜
ば
し
い
こ
と

と
感
じ
ま
す
。

　

最
後
に
、
今
回
の
式
典
の
中
で
被
表
彰
者

と
し
ま
し
て
、
誠
に
僭
越
な
が
ら
表
彰
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
を
こ
の
場
を
お
借
り

致
し
ま
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
日
々
精

進
の
毎
日
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
も
宮
司
と
し

て
神
道
人
と
し
て
襟
（
笏
）
を
た
だ
し
て
い

き
た
い
と
存
じ
ま
す
の
で
、
こ
れ
か
ら
も
皆

様
の
ご
指
導
ご
鞭
撻
を
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

こ
と
で
す
。
積
極
的
に
つ
な
が
り
を
増
や
そ

う
と
い
う
姿
勢
に
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。

　

昨
今
の
氏
子
の
減
少
、
ま
た
地
域
の
子
供

会
の
解
散
や
町
内
会
の
崩
壊
に
よ
る
祭
典
実

施
の
困
難
、
神
輿
の
担
ぎ
手
の
消
失
な
ど
、

そ
の
根
底
に
は
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
を
お

ろ
そ
か
に
す
る
と
い
う
行
き
過
ぎ
た
個
人
主

義
や
利
己
主
義
の
弊
害
が
あ
る
よ
う
に
思
え

て
な
り
ま
せ
ん
。

「
神
主
は
背
中
で
教
化
す
る
」

と
は
言
う
も
の
の
、
岡
山
県
で
も
神
社
庁
に

登
録
は
し
て
い
る
も
の
の
、
全
く
神
社
庁
と

つ
な
が
り
を
持
と
う
と
し
な
い
神
職
が
増
え

て
お
り
ま
す
。
近
年
神
社
界
が
厳
し
い
状
況

に
置
か
れ
て
い
る
中
、
役
員
一
同
色
々
議
論

い
た
し
ま
す
が
中
々
い
い
知
恵
が
浮
か
び
ま

せ
ん
。
牧
庁
長
が
常
に
申
し
て
お
り
ま
す
。

「
で
き
る
こ
と
か
ら
、
で
き
る
こ
と
を
。」

岡
山
県
神
社
庁
の
た
め
に
尚
一
層
の
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

第
五
十
六
回
岡
山
県
神
社
関
係
者
大
会

岡
山
神
社　

宮
司　

久 

山 

信 

太 

郎
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岡
山
市
北
区
建
部
町
中
田
に
鎮
座
さ
れ
ま

す
天
神
宮
は
創
建
は
不
祥
で
す
が
、
鎌
倉
時

代
の
初
期
の
勧
請
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

永
禄
元
年
（
一
五
五
八
年
）
に
火
災
で
社
殿
・

縁
起
書
・
古
文
書
・
宝
物
等
が
灰
に
な
り
ま

し
た
。
現
社
殿
は
延
宝
二
年（
一
六
七
四
年
）

に
再
建
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

菅
原
大
神
を
お
祀
り
す
る
神
社
で
、
県
無

形
文
化
財
「
建
部
寄
り
宮
祭
り
」
の
一
社
で

あ
り
ま
す
。

　

当
日
神
輿
と
共
に
朝
七
時
に
お
宮
を
出
発

し
、
氏
子
内
を
巡
り
、
集
合
場
所
に
各
神
社

と
共
に
集
合
し
ま
す
。
そ
れ
か
ら
宮
入
り
行

事
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
天
神
宮
は
、
獅
子
舞
か
ぐ
ら
の
発
祥

の
神
社
と
も
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
建
部
祭

り
は
、
七
社
が
集
ま
り
獅
子
舞
、
棒
打
ち
神

輿
の
高
高
（
高
さ
比
べ
）
と
見
ど
こ
ろ
満
載

の
お
祭
り
で
す
。
毎
年
十
月
第
二
日
曜
日
に

行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ

い
。

　

天
神
宮
年
間
行
事
は
、
元
旦
祭
、
祈
年
祭
、

夏
越
祭
、
建
部
祭
、
七
五
三
詣
、
新
嘗
祭
を

執
り
行
っ
て
お
り
ま
す
。
建
国
祭
は
、
四
社

順
番
で
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　

さ
て
、
御
本
殿
は
数
少
な
く
な
っ
た
檜
皮

葺
で
あ
り
ま
し
た
。
あ
る
日
お
宮
の
掃
除
を

し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
し
た
当
番
組
の
方
よ

り
、
御
本
殿
の
様
子
が
お
か
し
い
と
報
告
が

あ
り
、
神
社
総
代
が
確
認
し
て
み
る
と
、
御

本
殿
の
屋
根
の
四
隅
に
穴
が
あ
い
て
い
る
の

を
発
見
し
ま
し
た
。
業
者
に
依
頼
し
、
調
べ

て
み
る
と
小
動
物
の
仕
業
と
判
明
。

　

自
慢
の
屋
根
で
あ
り
ま
し
た
が
、
修
理
す

る
以
外
な
く
、
天
神
宮
総
代
会
を
開
催
し
、

工
事
概
要
と
経
費
捻
出
及
び
協
賛
会
会
員
へ

の
説
明
に
つ
い
て
打
ち
合
わ
せ
を
行
い
ま
し

た
。
平
成
二
十
八
年
十
月
に
各
氏
子
の
皆
様

に
報
告
を
行
い
、
説
明
会
を
開
催
。
十
一
月

に
は
本
殿
屋
根
改
修
建
設
委
員
会
を
開
催

し
、
寄
付
寄
進
を
お
願
い
し
、
十
二
月
に
は

神
社
本
庁
か
ら
承
認
を
い
た
だ
き
、
公
告
を

行
い
、
平
成
二
十
九
年
一
月
に
出
遷
宮
を
執

り
行
い
、
本
殿
屋
根
改
修
工
事
を
株
式
会
社

藤
原
組
に
依
頼
し
、
着
工
と
な
り
ま
し
た
。

　

費
用
の
面
で
も
銅
板
葺
工
事
を
選
択
し
、

今
ま
で
の
姿
を
失
わ
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま

し
た
。
冬
の
寒
い
中
の
改
修
工
事
で
ご
ざ
い

ま
し
た
が
、匠
の
技
を
発
揮
し
て
い
た
だ
き
、

四
月
十
四
日
完
成
検
査
を
行
い
ま
し
た
。
四

月
二
十
五
日
、
三
ヶ
月
余
り
の
日
に
ち
を
か

け
て
引
き
渡
し
と
な
り
ま
し
た
。
五
月
に
入

遷
宮
を
執
り
行
い
、
大
神
様
を
元
御
殿
へ
と

御
戻
り
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

景
気
は
回
復
し
て
い
る
と
言
わ
れ
ま
す

が
、
ま
だ
ま
だ
不
景
気
の
中
、
ま
た
少
な
い

氏
子
の
中
、
総
代
の
皆
様
、
氏
子
の
皆
様
の

ご
寄
付
の
お
か
げ
を
も
ち
ま
し
て
、
立
派
な

改
修
工
事
が
で
き
ま
し
た
。
本
当
に
心
よ
り

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

皆
様
の
ご
参
拝
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

こ
だ
わ
り
の
社

天

　神

　宮

宮
司

　杭
田

　勝
美

第　30　回
（
岡
山
市
北
区
建
部
町
）
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苫
田
郡
鏡
野
町
中
谷
に
鎮
座
い
た
し
ま
す

中
谷
神
社
は
、
近
世
に
お
い
て
国
主
森
氏
、

松
平
氏
の
崇
敬
の
念
が
厚
く
、
古
来
よ
り
地

方
の
大
社
で
あ
り
ま
し
た
。
享
禄
二
年
（
一

五
二
九
）
南
朝
に
縁
の
深
き
後
醍
醐
天
皇
を

始
め
、
近
衛
経
忠
公
、
万
里
小
路
藤
房
卿
、

法
大
寺
為
忠
卿
、
大
納
言
師
賢
卿
ら
一
公
三

卿
を
相
殿
に
祀
り
花
王
神
社
と
社
号
を
改

め
、
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
花
王
神
社

を
廃
し
、
老
男
山
神
社
と
称
号
し
、
明
治
四

十
一
年
村
内
各
社
を
合
祀
し
、
同
四
十
四
年

に
中
谷
神
社
と
改
称
し
ま
し
た
。
御
祭
神
に

「
国
生
み
神
話
」
で
知
ら
れ
る
伊
邪
那
岐
命
、

伊
邪
那
美
命
他
十
柱
を
祀
り
、
子
沢
山
の
神

様
と
し
て
氏
子
の
崇
敬
の
念
が
厚
く
、
鏡
野

町
指
定
天
然
記
念
物
で
あ
る
「
中
谷
神
社
の

森
」
は
ツ
ク
バ
ネ
ガ
シ
を
主
体
に
杉
、
檜
、

紅
葉
が
う
っ
そ
う
と
生
い
茂
り
、
目
通
り
周

囲
四
メ
ー
ト
ル
、
樹
高
三
十
八
メ
ー
ト
ル
の

ツ
ク
バ
ネ
ガ
シ
は
樹
齢
五
百
年
と
推
定
さ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
神
社
の
南
西
に
は
相
殿
に

祀
る
関
白
左
大
臣
近
衛
経
忠
公
の
墓
所
が
あ

り
、
唐
破
風
造
り
の
門
と
共
に
「
関
白
様
」

の
愛
称
で
地
域
住
民
の
心
の
拠
り
所
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

永
年
に
亘
る
風
雨
や
雪
に
よ
り
社
殿
の
老

朽
化
は
著
し
く
、
こ
れ
ま
で
昭
和
十
五
年
十

二
月
本
殿
及
び
拝
殿
改
築
事
業
、
昭
和
六
十

一
年
十
月
本
殿
及
び
末
社
屋
根
葺
替
え
、
輿

倉
修
復
事
業
、
平
成
三
年
十
月
御
大
典
記
念

事
業
と
し
て
ご
寄
進
に
よ
り
拝
殿
及
び
弊
殿

屋
根
銅
板
葺
、
社
務
所
改
築
事
業
（
総
工
費

二
千
五
百
万
円
）
を
執
り
行
っ
て
き
て
お
り

ま
す
。
今
後
予
測
さ
れ
る
事
態
と
し
て
、
社

殿
本
柱
の
カ
ビ
等
に
よ
る
腐
食
及
び
風
雨
に

よ
る
土
台
の
浸
食
を
防
ぎ
止
め
る
必
要
性
を

総
代
会
に
て
決
議
し
、
氏
子
総
代
と
一
般
篤

志
者
に
よ
る
奉
仕
作
業
に
て
社
殿
す
べ
て
の

本
柱
の
洗
浄
機
に
よ
る
洗
出
し
、
そ
し
て
十

分
な
乾
燥
の
後
一
本
一
本
丹
念
に
刷
毛
に
よ

る
防
藻
剤
の
塗
り
込
み
作
業
等
約
三
ヶ
月
を

か
け
て
平
成
二
十
九
年
七
月
に
完
了
い
た
し

ま
し
た
。

　

か
つ
て
中
谷
神
社
は
氏
子
地
域
内
外
よ
り

多
く
の
参
拝
者
で
賑
わ
っ
て
い
ま
し
た
が
少

子
高
齢
化
に
よ
る
人
口
減
少
で
勢
い
が
失
わ

れ
て
い
く
中
、
神
社
を
活
か
し
た
地
域
お
こ

し
を
図
ろ
う
と
、
五
十
年
振
り
に
祈
年
祭
に

合
わ
せ
て
献
灯
祭
を
執
り
行
い
ま
し
た
。
氏

子
総
代
長
で
あ
る
安
藤
政
幸
氏
よ
り
延
八
十

日
間
に
亘
り
製
作
い
た
だ
い
た
百
六
十
基
の

灯
篭
を
ご
奉
納
い
た
だ
き
、
氏
子
の
皆
さ
ん

が
願
意
や
絵
を
描
き
い
れ
た
雅
や
か
な
灯
篭

が
表
参
道
六
十
段
の
石
段
を
華
や
か
に
彩
り

ま
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
に
合
わ
せ
国
重
要
無

形
民
俗
文
化
財
で
あ
る
備
中
神
楽
の
奉
納
舞

が
行
わ
れ
、
唐
松
社
（
新
見
市
）
の
神
代
を

舞
台
に
し
た
華
や
か
な
舞
を
、
幻
想
的
に
浮

か
び
上
が
る
拝
殿
に
て
約
百
五
十
名
の
参
拝

者
が
楽
し
み
ま
し
た
。

　

中
谷
神
社
は
氏
子
数
百
七
十
戸
と
山
間
に

佇
む
過
疎
地
域
の
神
社
で
は
あ
り
ま
す
が
、

氏
子
の
皆
さ
ん
の
崇
敬
の
念
は
厚
く
、
総
代

の
方
々
に
よ
る
神
社
を
活
か
し
た
地
域
お
こ

し
の
取
り
組
み
に
よ
り
、
今
後
も
祭
祀
に
勤

し
み
、
後
世
に
継
承
す
べ
く
大
切
に
守
っ
て

い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

中
谷
神
社
祈
年
祭
・
灯
篭
祭

 

中
谷
神
社　

宮
司　

岡　

本　

正　

英
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平
成
三
十
年
三
月
五
日
神
宮
に
お
い
て
、

神
宮
大
麻
暦
頒
布
終
了
祭
が
斎
行
さ
れ
、
神

社
本
庁
役
員
並
び
に
各
都
道
府
県
の
神
社
庁

長
を
始
め
関
係
者
が
参
列
し
ま
し
た
。

　

祭
典
終
了
後
、
神
宮
会
館
に
お
い
て
神
宮

大
麻
暦
頒
布
春
季
推
進
会
議
が
開
催
さ
れ
、

神
宮
の
小
松
大
宮
司
が
神
宮
大
麻
暦
頒
布
に

対
す
る
関
係
者
の
尽
力
に
謝
意
を
表
し
ま
し

た
。
続
い
て
田
中
総
長
が
、
神
社
本
庁
統
理

の
挨
拶
を
代
読
、
吉
川
副
総
長
が
議
長
と
な

り
議
事
が
進
め
ら
れ
、
花
井
神
宮
司
庁
頒
布

部
長
よ
り
今
年
度
の
頒
布
数
の
報
告
が
な
さ

れ
ま
し
た
。

　

今
年
度
は
五
万
五
千
八
百
八
十
七
体
減
の

八
百
五
十
六
万
四
千
七
百
七
十
五
体
と
八
年

連
続
の
減
体
と
な
り
ま
し
た
が
、
厳
し
い
環

境
下
の
中
で
最
小
限
の
減
体
で
し
た
。
ま
た

返
戻
大
麻
が
昨
年
よ
り
減
少
と
な
り
、
謝
意

を
表
す
る
と
と
も
に
、
来
期
も
協
力
の
依
頼

が
あ
り
ま
し
た
。

　

神
社
本
庁
の
湯
澤
本
宗
奉
賛
部
長
よ
り
、

神
宮
大
麻
暦
頒
布
向
上
施
策
に
つ
い
て
説
明

が
行
わ
れ
、続
い
て
頒
布
事
例
報
告
が
あ
り
、

宮
城
県
神
社
庁
名
取
支
部
の
村
田
支
部
長
と

兵
庫
県
神
社
庁
神
戸
支
部
の
久
野
木
支
部
長

よ
り
発
表
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
村
田
支
部
長

は
、
支
部
独
自
の
作
製
し
た
教
化
チ
ラ
シ
を

新
聞
折
り
込
み
、
本
庁
が
提
供
す
る
各
種
資

材
の
有
効
活
用
、
支
部
内
で
指
定
さ
れ
た
重

点
神
社
に
個
別
頒
布
活
動
等
の
事
業
展
開
の

説
明
を
行
い
ま
し
た
。
久
野
木
支
部
長
は
、

支
部
内
の
神
職
に
対
し
て
神
宮
大
麻
の
必
要

性
、
神
職
と
総
代
と
の
信
頼
関
係
、
頒
布
活

動
に
お
け
る
組
織
力
の
増
進
等
の
説
明
を
行

い
、
兵
庫
県
神
社
庁
教
化
委
員
会
で
神
札
を

奉
斎
す
る
意
義
を
伝
え
る
漫
画
冊
子
の
作
製

を
し
た
こ
と
な
ど
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

　

推
進
会
議
終
了
後
、
第
四
回
神
宮
大
麻
都

市
頒
布
向
上
計
画
研
修
会
が
六
十
一
名
の
参

加
に
よ
り
、
三
月
五
日
・
六
日
に
亘
っ
て
行

わ
れ
ま
し
た
。
初
日
は
、
神
社
本
庁
の
吉
川

副
総
長
と
神
宮
の
亀
田
小
宮
司
の
挨
拶
の

後
、
石
垣
神
宮
司
庁
頒
布
課
長
が
「
神
宮
大

麻
奉
斎
の
由
来
に
つ
い
て
」
の
講
義
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
非
常
に
興
味
深
い
講
義
で
あ
り

ま
し
た
。
愛
媛
県
神
社
庁
の
森
大
麻
頒
布
委

員
長
か
ら
、
頒
布
推
進
活
動
の
説
明
が
あ
り

ま
し
た
。

神
宮
大
麻
頒
布
推
進
に
つ
い
て

 

神
宮
奉
賛
部
長　

髙　

山　

命　

之

支　部　名
平成28年度 平成29年度頒布数 判定数

頒布数 判定数 申込数 大麻 中大麻 大大麻 頒布数 前年比 頒布率 申込数 前年度
申込比

判定頒
布数 前年比 頒布率 判定

比率

01�岡山支部 8,890 9,056 9,350 8,529 139 57 8,725 ▲165 23.11% 9,450 100 8,852 39 23.44% 1.014倍

02�倉敷都窪支部 12,778 13,164 13,430 12,193 563 103 12,859 81 54.26% 13,420 ▲10 13,244 749 55.88% 1.030倍

03�津山支部 9,036 9,267 9,370 8,610 243 112 8,965 ▲71 41.50% 9,370 0 9,199 13 42.58% 1.026倍

04�児島支部 17,481 17,754 17,576 16,600 390 88 17,078 ▲403 55.42% 17,078 ▲498 17,361 ▲�257 56.34% 1.017倍

05�玉島浅口支部 15,496 15,874 16,700 14,764 430 163 15,357 ▲139 78.32% 16,000 ▲700 15,735 ▲�1,057 80.25% 1.025倍

06�御津支部 6,932 7,514 6,932 5,751 780 274 6,805 ▲127 84.64% 6,910 ▲22 7,469 ▲�341 92.90% 1.098倍

07�東備支部 8,038 8,064 8,743 7,875 35 9 7,919 ▲119 42.06% 8,749 6 7,946 ▲�44 42.20% 1.003倍

08�邑久上道西大寺支部 7,179 7,589 7,575 6,410 660 108 7,178 ▲1 62.37% 7,268 ▲307 7,616 ▲�240 66.17% 1.061倍

09�井笠支部 16,031 16,904 17,010 14,385 1,046 369 15,800 ▲231 57.63% 17,010 0 16,692 ▲�408 60.89% 1.056倍

10�吉備支部 11,320 11,568 11,600 10,939 335 77 11,351 31 74.01% 11,600 0 11,596 ▲�40 75.60% 1.022倍

11�高梁支部 7,738 7,975 7,807 7,245 315 63 7,623 ▲115 89.35% 7,683 ▲124 7,844 ▲�297 91.93% 1.029倍

12�川上支部 2,931 3,135 3,006 2,520 267 57 2,844 ▲87 84.19% 2,877 ▲129 3,035 ▲�217 89.83% 1.067倍

13�新見支部 6,839 7,863 6,839 5,000 1,740 197 6,937 98 79.80% 6,937 98 8,004 ▲�233 92.07% 1.154倍

14�真庭支部 8,238 8,410 8,455 7,570 137 101 7,808 ▲430 74.59% 8,456 1 7,978 ▲�305 76.21% 1.022倍

15�美作支部 8,312 8,738 8,422 7,652 536 143 8,331 19 72.19% 8,500 78 8,742 ▲�172 75.75% 1.049倍

16�英北支部 1,588 1,658 1,846 1,448 111 14 1,573 ▲15 83.23% 1,846 0 1,643 ▲�42 86.90% 1.044倍

17�久米支部 6,892 7,335 7,086 5,990 685 104 6,779 ▲113 85.65% 6,894 ▲192 7,226 ▲�191 91.29% 1.066倍

18�一般 0 � 0 0 0 0 0 � 0 0 0 0

合　　　計 155,719 161,863 161,747 143,481 8,412 2,039 153,932 ▲1,787 57.65% 160,048 ▲1,699 160,177 ▲3,040 59.99% 1.041倍

※判定数　　大麻頒布数を１倍、中大麻頒布数を1.5倍、大大麻頒布数を２倍とした数

平成29年度　神宮大麻頒布支部別一覧
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神
社
と
交
通
事
故

―
神
社
運
営
に
及
ぼ
す
影
響
―

（
相
談
）

　

当
社
の
代
表
役
員
で
あ
る
宮
司
が
、
業
務

に
お
い
て
自
動
車
を
運
転
し
て
い
た
際
に
交

通
事
故
を
起
こ
し
て
、
相
手
に
怪
我
を
負
わ

せ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
場
合
、
当
社
に

ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
り
ま
す
で
し
ょ
う

か
。
ま
た
、
当
社
は
何
ら
か
の
法
的
責
任
を

負
う
の
で
し
ょ
う
か
。

（
回
答
）

一
、�

代
表
役
員
が
自
動
車
事
故
を
起
こ
し
た

場
合
の
法
的
責
任

　

神
社
の
代
表
役
員
で
あ
る
宮
司
が
不
注
意

に
よ
る
交
通
事
故
で
相
手
に
怪
我
を
負
わ
せ

て
し
ま
っ
た
場
合
、
当
該
宮
司
は
、
民
事
上

の
責
任
、
刑
事
上
の
責
任
及
び
行
政
上
の
責

任
を
負
う
こ
と
に
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま

す
。

　

民
事
上
の
責
任
と
し
て
は
、
民
法
上
の
不

法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
義
務
（
民
法
第

七
〇
九
条
）、
又
は
運
行
供
用
者
責
任
に
基

づ
く
損
害
賠
償
義
務
（
自
動
車
損
害
賠
償
保

障
法
第
三
条
）
を
負
う
こ
と
に
な
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
刑
事
上
の
責
任
と
し
て

は
、
過
失
運
転
致
傷
罪
（
自
動
車
の
運
転
に

よ
り
人
を
死
傷
さ
せ
る
行
為
等
の
処
罰
に
関

す
る
法
律
第
五
条
）
が
科
さ
れ
る
こ
と
が
考

え
ら
れ
ま
す
。過
失
運
転
致
傷
罪
に
な
る
と
、

七
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
又
は
百
万

円
以
下
の
罰
金
が
科
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
し
て
、
行
政
上
の
責
任
と
し
て
は
、

運
転
免
許
証
の
停
止
等
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

二
、
神
社
に
は
ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
る
？

　

代
表
役
員
で
あ
る
宮
司
の
不
法
行
為
が
、

神
社
の
業
務
を
契
機
と
し
て
生
じ
て
お
り
、

こ
れ
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
と
判
断
さ
れ

た
場
合
に
は
、
神
社
も
損
害
賠
償
義
務
を
負

う
こ
と
に
な
り
ま
す
（
宗
教
法
人
法
第
一
一

条
第
一
項
）。
そ
の
た
め
、
ご
相
談
の
交
通

事
故
に
つ
い
て
も
、
宮
司
が
業
務
に
お
い
て

運
転
し
て
い
る
時
に
生
じ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
神
社
も
損
害
賠
償
義
務
を
負
う
こ
と
に

　

二
日
目
は
外
宮
・
内
宮
参
拝
後
、
神
宮
大

麻
奉
製
施
設
見
学
を
行
い
、
終
了
後
意
見
交

換
と
し
て
、
各
都
道
府
県
の
推
進
活
動
の
報

告
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
発
表
の
中
で
他
県
の

方
よ
り
、
岡
山
県
が
取
り
組
ん
で
い
る
タ
ウ

ン
メ
ー
ル
推
進
活
動
の
情
報
収
集
を
行
い
取

り
組
ん
で
い
る
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。
岡
山

県
は
タ
ウ
ン
メ
ー
ル
の
推
進
に
つ
い
て
説
明

を
行
い
ま
し
た
。
平
成
三
十
四
年
に
は
神
宮

大
麻
全
国
頒
布
百
五
十
周
年
を
迎
え
る
に
あ

た
り
、
国
民
全
戸
へ
の
神
宮
大
麻
奉
斎
を
仰

出
さ
れ
た
明
治
天
皇
の
「
畏
き
大
御
璽
を
天

下
の
人
民
の
家
々
に
漏
落
る
事
無
く
領
給
は

む
と
す
」
と
の
聖
旨
を
奉
戴
し
、
頒
布
活
動

に
邁
進
し
て
い
た
だ
く
よ
う
に
と
の
閉
講
式

の
挨
拶
で
終
了
し
ま
し
た
。

　

さ
て
平
成
二
十
九
年
度
岡
山
県
の
神
宮
大

麻
は
、
十
五
万
三
千
九
百
三
十
二
体
頒
布
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
前
年
対
比
千
六

百
九
十
九
体
の
減
体
と
な
り
ま
し
た
。
四
年

連
続
減
体
が
続
い
て
い
ま
す
。
厳
し
い
中
で

も
四
支
部
が
増
体
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
四

支
部
の
支
部
長
を
始
め
管
内
の
神
職
・
総
代

の
皆
様
に
は
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

今
年
度
神
宮
奉
賛
部
の
施
策
の
一
つ
で
あ

り
ま
す
タ
ウ
ン
メ
ー
ル
を
使
っ
て
の
頒
布
推

進
事
業
で
す
が
、
対
象
神
社
の
宮
司
と
一
緒

に
三
年
間
の
目
標
設
定
を
行
い
ま
し
た
。
目

標
数
字
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
宮
司
が

数
字
に
対
し
て
意
識
付
け
が
で
き
た
こ
と
が

「
や
る
気
」
に
つ
な
が
り
、
総
代
と
も
共
有

が
で
き
た
よ
う
で
す
。
対
象
神
社
に
お
い
て

は
目
標
達
成
を
図
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
入
り
ポ
ス
タ
ー
に
つ
い
て

は
、
申
し
込
み
の
あ
っ
た
先
に
氏
神
様
の
神

社
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
該
当
神
社
の
宮

司
に
申
込
者
の
住
所
・
氏
名
を
記
入
し
た
案

内
文
を
送
付
し
、
教
化
に
繋
げ
て
い
た
だ
く

よ
う
に
し
ま
し
た
。

　

平
成
三
十
年
度
の
神
宮
大
麻
頒
布
に
つ
き

ま
し
て
は
、
大
変
厳
し
い
状
況
が
予
想
さ
れ

ま
す
。
神
社
界
が
神
宮
を
「
本
宗
」
と
仰
ぐ

所
以
を
今
一
度
考
え
て
い
た
だ
き
、
神
宮
大

麻
の
頒
布
を
強
力
に
推
進
し
て
い
た
だ
き
ま

す
様
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

小
林
や
す
ひ
こ
の

神
社
法
律
相
談

　
近
年
、
県
内
神
社
も
法
律
上
の
ト
ラ
ブ
ル

に
巻
き
込
ま
れ
、
弁
護
士
に
相
談
す
る
ケ
ー

ス
が
出
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、
小
林
裕

彦
弁
護
士
に
岡
山
県
神
社
庁
の
顧
問
弁
護

士
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
小
林
弁
護
士
に
神
社
の
土
地
管

理
に
関
す
る
基
本
的
な
法
律
に
つ
い
て
説

明
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

岡山県神社庁
顧 問 弁 護 士

小
こ

�林
ばやし

�裕
や す

�彦
ひ こ

岡山市北区弓之町２番15号　弓之町シティセンタービル６階
TEL.086-225-0091　FAX.086-225-0092

小林裕彦法律事務所

神社庁HPに（神主さんの本音）追加

　神社庁HPに、「神主さんの本音」と題して、神
宮奉賛部会がより一般向けに分かりやすい神宮大
麻の意義、説明を載せました。ともすれば専門用
語や神職が使う言葉で説明しがちになりますが、
人に伝えるには、より理解していただける言葉を
選ぶことも重要です。是非ご覧ください。

お　知　ら　せ
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な
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
際
、
宮
司
が

任
意
保
険
に
加
入
し
て
い
る
場
合
に
は
、
保

険
金
の
支
払
で
被
害
者
の
損
害
が
填
補
さ
れ

る
こ
と
に
よ
り
、
神
社
に
大
き
な
影
響
が
生

じ
な
い
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
任
意

保
険
に
加
入
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
に
は
、

宮
司
の
み
で
は
被
害
者
の
損
害
を
補
填
し
き

れ
な
い
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
神
社
も
損
害

賠
償
金
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
仮
に
宮
司
が
禁
錮
以
上
の
刑
に
処

せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
欠
格

事
由
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
り
（
宗
教
法
人

法
第
二
二
条
第
三
号
）、
そ
の
地
位
を
失
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
な

る
と
、
速
や
か
に
後
任
と
な
る
代
表
役
員
が

就
任
す
る
、
又
は
宮
司
代
務
者
（
宗
教
法
人

法
第
二
〇
条
第
一
項
第
一
号
）
を
置
く
必
要

が
出
て
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
宮
司
の
交
通
事
故
は
、
神

社
の
運
営
に
も
様
々
な
影
響
を
及
ぼ
す
可
能

性
が
あ
る
の
で
す
。

三
、
日
頃
か
ら
の
行
為
に
も
注
意
を
！

　

神
社
の
代
表
役
員
で
あ
る
宮
司
は
、
自
身

の
行
為
に
よ
っ
て
神
社
の
運
営
に
多
大
な
影

響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た

め
、
日
頃
か
ら
法
律
を
守
る
こ
と
に
配
慮
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

神
社
の
運
営
等
に
お
い
て
、
法
律
上
ど
の
よ

う
な
規
制
が
あ
る
か
、
ど
の
よ
う
な
手
続
を

踏
む
必
要
が
あ
る
か
等
に
つ
い
て
お
悩
み
に

な
っ
た
場
合
に
は
、
法
律
の
専
門
家
で
あ
る

弁
護
士
に
ご
相
談
さ
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
い

た
し
ま
す
。

　

こ
の
度
、
岡
山
県
神
社
庁　

教
化
委
員
会

事
業
部
会
で
は
、
平
成
三
十
年
五
月
二
十
七

日
（
日
）
岡
山
市
北
区
吉
備
津
「
吉
備
津
神

社
」
に
お
い
て
、第
一
回
「
巫
女
体
験
研
修
」

を
開
催
し
、
県
下
各
地
よ
り
二
十
名
（
内
一

名
は
津
山
在
住
の
タ
イ
人
）
の
参
加
を
い
た

だ
い
た
。

　

昨
今
世
界
的
な
ヒ
ッ
ト
と
な
っ
た
ア
ニ
メ

「
君
の
名
は
。」
や
、
映
画
「
巫
女
っ
ち
ゃ
け

ん
」
な
ど
、
近
年
「
巫
女
」
に
対
す
る
関
心

が
国
の
内
外
で
高
ま
る
一
方
で
、
そ
の
実
態

は
ベ
ー
ル
に
包
ま
れ
て
い
る
。
あ
る
意
味
コ

ス
プ
レ
的
な
外
観
の
み
の
「
巫
女
像
」
が
独

り
歩
き
す
る
現
状
を
憂
い
、
そ
も
そ
も
巫
女

と
は
ど
う
い
う
役
割
を
担
う
存
在
な
の
か
と

い
う
こ
と
を
、
古
事
記
の
中
の
神
話
や
、
実

際
に
舞
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
理
解
し
て
い

た
だ
き
、
今
後
益
々
海
外
と
の
交
流
が
深
ま

る
中
で
、
先
ず
は
自
国
の
伝
統
文
化
を
語
る

こ
と
が
で
き
る
女
性
で
あ
っ
て
い
た
だ
き
た

い
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
女
性
な
ら
で
は
の

横
の
つ
な
が
り
や
発
信
力
に
も
期
待
し
て
、

開
催
す
る
運
び
と
な
っ
た
。

　

一
昨
年
、「
今
輝
く
神
主
さ
ん
」
の
お
話

を
皆
様
に
聞
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
事

業
を
行
う
た
め
に
各
地
の
宮
司
様
方
の
情
報

を
集
め
て
い
た
折
、
偶
然
、
元
春
日
大
社
の

権
宮
司
で
、
現
在
「
枚
岡
神
社
」
の
宮
司
を

さ
れ
て
い
る
中
東
宮
司
が
、
就
任
来
数
年
で

「
初
笑
い
神
事
」「
巫
女
体
験
研
修
」
な
ど
を

精
力
的
に
大
成
功
に
導
か
れ
て
い
る
と
い
う

お
話
を
伺
い
、
す
ぐ
さ
ま
友
人
の
神
職
達
と

共
に
お
会
い
し
に
押
し
か
け
た
の
が
そ
も
そ

も
の
始
ま
り
で
あ
る
。
昨
年
に
は
、
教
化
研

修
旅
行
と
し
て
「
枚
岡
神
社
」
に
赴
き
、
中

東
宮
司
の
熱
い
ご
講
演
を
賜
り
、
足
掛
け
三

年
を
経
て
漸
く
本
年
「
巫
女
体
験
研
修
」
を

開
催
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

枚
岡
神
社
で
は
「
初
級
」「
中
級
」「
上
級
」

と
内
容
を
段
階
的
に
変
え
て
開
催
さ
れ
て
い

た
の
だ
が
、
大
都
市
と
違
い
、
岡
山
県
の
場

合
は
常
駐
の
「
巫
女
」
が
い
る
お
宮
も
珍
し

い
現
状
で
、
当
然
な
が
ら
、
果
た
し
て
参
加

費
を
出
し
て
ま
で
足
を
運
ん
で
く
れ
る
の
か

と
い
う
不
安
を
口
に
す
る
者
が
多
か
っ
た
の

は
事
実
で
あ
る
。

　

た
だ
、
不
肖
私
の
本
務
社
で
は
、
昨
今
の

少
子
高
齢
化
の
煽
り
を
受
け
、
氏
子
区
域
の

子
供
達
も
減
少
し
、
他
の
神
社
な
ど
で
は
小

学
生
～
中
学
生
あ
た
り
の
子
供
達
が
「
浦
安

の
舞
」
等
の
奉
納
を
し
て
い
る
も
の
の
、
そ

の
風
習
も
途
絶
え
が
ち
な
状
況
に
あ
り
、
や

む
な
く
成
人
の
女
性
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て

公
募
し
た
と
こ
ろ
、次
第
に
参
加
者
が
増
え
、

昨
今
で
は
下
は
中
学
生
～
四
十
歳
代
と
い
う

幅
広
い
年
齢
層
十
数
人
が
毎
月
数
回
「
祭
祀

舞
」
の
練
習
を
し
て
く
だ
さ
り
、
恒
例
祭
典

で
は
「
巫
女
」
と
し
て
「
舞
の
奉
納
」
は
勿

論
で
は
あ
る
が
、
お
供
え
物
の
傳
供
や
玉
串

　
　

�

巫
女
体
験
研
修

�

於
、
吉
備
津
神
社

第
一
回

　

岡
山
県
神
社
庁　

教
化
委
員
会

 

事
業
部
長　

根　

石　

俊　

明
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後
取
な
ど
を
努
め
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
実
績

が
あ
り
、
彼
女
達
に
「
巫
女
体
験
研
修
」
の

話
を
出
し
た
と
こ
ろ
皆
口
を
揃
え
て
絶
賛

し
、「
知
り
合
い
に
も
興
味
が
あ
る
人
が
沢

山
い
る
か
ら
二
十
人
く
ら
い
す
ぐ
に
集
ま
る

と
思
う
」
と
い
う
心
強
い
言
葉
を
い
た
だ
い

て
い
た
こ
と
が
、
本
事
業
の
推
進
の
原
動
力

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

昨
年
末
に
ポ
ス
タ
ー
・
チ
ラ
シ
を
作
成
し
、

申
し
込
み
方
法
は
、
対
象
者
が
十
五
歳
～
四

十
歳
と
い
う
世
代
の
女
性
と
い
う
こ
と
も
あ

り
、ポ
ス
タ
ー
・
チ
ラ
シ
に
印
刷
さ
れ
た
「
Ｑ

Ｒ
コ
ー
ド
」
を
ス
マ
ホ
や
携
帯
電
話
か
ら
読

み
取
る
こ
と
で
開
く「
申
し
込
み
フ
ォ
ー
ム
」

よ
り
お
申
し
込
み
い
た
だ
く
と
い
う
方
法
に

し
た
。
お
正
月
の
参
拝
者
の
目
に
留
ま
る
様

に
、
年
末
に
発
送
す
る
「
神
社
庁
報
」
に
同

封
し
、
県
内
本
務
宮
司
宛
に
発
送
し
、
ま
た
、

フ
ェ
ィ
ス
ブ
ッ
ク
で
も
告
知
し
た
と
こ
ろ
、

一
月
の
半
ば
に
も
な
ら
ぬ
内
に
二
十
名
の
定

員
に
達
し
、
確
か
な
手
応
え
を
感
じ
た
。

　

今
回
は
、と
に
か
く
集
ま
り
や
す
い
こ
と
、

相
応
の
施
設
が
あ
る
こ
と
、
神
社
ら
し
い
風

情
が
あ
る
こ
と
な
ど
も
鑑
み
、
当
初
「
神
社

庁
」
で
開
催
す
る
べ
き
と
い
う
意
見
も
あ
っ

た
も
の
の
、国
宝
に
も
指
定
さ
れ
て
い
る「
吉

備
津
神
社
」
で
の
開
催
に
決
定
し
、
藤
井
宮

司
に
も
快
く
承
諾
い
た
だ
い
た
。

　

当
日
は
、
八
時
半
に
「
参
集
殿
に
集
合
」、

九
時
十
五
分
「
開
式
」、
十
時
「
正
式
参
拝
」

そ
の
後
「
神
社
と
巫
女
に
つ
い
て
の
講
話
」、

「
神
社
に
於
け
る
基
本
作
法
」
な
ど
を
事
業

部
員
が
行
い
、
昼
食
（
食
前
・
食
後
感
謝
有

り
）
を
挟
み
、
昼
か
ら
は
「
豊
栄
舞
」
を
祭

祀
委
員
会
の
林
祭
祀
舞
講
師
・
安
達
講
師
補
・

難
波
部
員
を
お
招
き
し
て
、
約
二
時
間
余
り

ご
指
導
い
た
だ
き
、
三
組
に
分
か
れ
て
吉
備

津
神
社
の
大
前
で
奉
納
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

記
念
写
真
撮
影
後
、
閉
会
式
で
は
、
太
田
教

化
委
員
長
よ
り「
修
了
証
書
」が
手
渡
さ
れ
た
。

　

衣
装
の
着
脱
に
つ
い
て
は
、
林
祭
祀
舞
講

師
に
早
朝
よ
り
お
手
伝
い
い
た
だ
き
、
事
業

部
員
と
参
加
者
の
中
で
常
勤
巫
女
経
験
者
に

も
手
伝
っ
て
い
た
だ
い
た
お
か
げ
で
、
思
い

の
外
ス
ム
ー
ズ
に
出
来
た
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
度
の
研
修
会
に
つ
い
て
は
、

事
前
に
マ
ス
コ
ミ
各
社
に
告
知
し
て
い
た
こ

と
も
あ
り
、Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス（
中

国
五
県
版
）
で
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
、
朝

日
・
読
売
両
新
聞
社
で
は
翌
朝
の
全
県
版
で

掲
載
。
特
に
、地
元
の
山
陽
新
聞
社
か
ら
は
、

若
い
女
性
記
者
が
自
ら
巫
女
の
装
束
を
身
に

つ
け
て
一
日
密
着
体
験
取
材
を
し
、
そ
の
体

験
を
元
に
翌
朝
の
記
事
を
書
か
れ
た
こ
と
は

印
象
深
い
。

　

タ
イ
人
で
現
在
津
山
市
に
在
住
さ
れ
て
い

る
参
加
女
性
も
「
美
し
い
日
本
文
化
の
体
験

を
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
母
国
に
発
信
し
て
い
き
た
い
」

と
仰
っ
て
い
た
だ
き
、
そ
の
他
の
方
々
か
ら

も
、
ぜ
ひ
来
年
も
引
き
続
き
開
催
し
て
欲
し

い
と
い
う
声
が
数
多
く
寄
せ
ら
れ
、
新
た
な

恒
例
事
業
の
第
一
回
目
を
満
足
の
い
く
形
で

行
わ
せ
て
い
た
だ
き
、
お
世
話
に
な
っ
た
方

や
関
係
各
位
に
厚
く
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第

で
あ
る
。
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岡
山
県
神
社
庁
支
部
長
懇
話
会
が
五
月
十

七
日
・
十
八
日
の
両
日
開
催
さ
れ
た
。

　

会
場
の
岡
山
プ
ラ
ザ
ホ
テ
ル
に
県
内
十
七

支
部
よ
り
支
部
長
（
代
理
副
支
部
長
含
）、

来
賓
と
し
て
牧
神
社
庁
長
、
藤
山
・
佐
々
木

両
副
庁
長
、
参
事
、
事
務
局
の
ご
出
席
を
い

た
だ
い
た
。

　

毎
年
、
五
月
頃
に
開
催
さ
れ
て
い
る
こ
の

会
は
備
前
・
備
中
・
美
作
の
各
地
区
が
順
に

持
ち
回
り
で
行
い
、
今
回
は
備
前
地
区
よ
り

岡
山
支
部
が
担
当
と
な
っ
た
。

　

開
会
に
あ
た
り
、
先
ず
国
歌
を
斉
唱
し
皇

居
遙
拝
、
次
に
岡
山
支
部
長
が
歓
迎
の
挨
拶

を
行
い
、「
こ
の
会
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
各

支
部
長
が
打
ち
解
け
て
親
し
く
話
し
合
い
、

神
社
界
を
支
え
て
行
く
た
め
、
問
題
を
共
有

し
、
皆
が
同
じ
方
向
を
向
き
、
結
束
し
、
一

枚
岩
と
な
る
土
台
作
り
で
あ
る
」
と
挨
拶
。

　

続
い
て
牧
庁
長
が
来
賓
祝
辞
を
述
べ
、「
避

け
て
は
通
れ
な
い
過
疎
化
に
対
し
神
社
界
は

ど
う
あ
る
べ
き
か
深
刻
に
考
え
、
マ
イ
ナ
ス

思
考
で
は
な
く
そ
の
中
で
も
光
を
見
い
出

し
、
こ
れ
か
ら
を
担
う
若
い
神
職
に
う
ま
く

バ
ト
ン
タ
ッ
チ
で
き
る
よ
う
、
我
々
が
今
で

き
る
こ
と
を
頑
張
り
た
い
」
と
述
べ
た
。

　

次
に
岡
山
支
部
長
が
議
長
と
な
り
、
今
回

の
テ
ー
マ
で
あ
る
過
疎
化
問
題
対
策
等
に
つ

い
て
意
見
交
換
を
行
っ
た
。　

●
支
部
内
の
助
勤
協
力
体
制

・�

祭
典
奉
仕
が
高
齢
、
病
気
等
に
よ
り
で
き

な
い
場
合
に
、
奉
仕
で
き
る
神
職
を
探
し

派
遣
す
る
。
奉
仕
料
が
な
い
神
社
も
あ
る

の
で
、
支
部
が
積
立
し
奉
仕
料
を
準
備
し

て
依
頼
す
る
。
現
在
検
討
中
。　

・�

何
社
か
で
グ
ル
ー
プ
を
作
り
、
神
社
同
士

で
忙
し
い
時
に
お
互
い
の
神
社
で
人
を
派

遣
す
る
。

●�

支
部
に
依
頼
さ
れ
た
場
合
の
後
任
宮
司
の

推
薦

・�

亡
宮
司
、
家
族
の
依
頼
を
受
け
て
、
責
任

役
員
の
了
承
を
受
け
た
上
で
の
支
部
の
対

応
策
に
つ
い
て
。

●
後
継
者
問
題

・�

神
職
の
資
質
の
向
上
が
望
ま
れ
る
。

・�

宗
派
が
異
な
る
場
合
の
対
応
策
に
つ
い
て
。

　

そ
の
後
、
懇
親
会
を
開
催
し
、
清
興
と
し

て
岡
山
神
社
の
秋
祭
り
に
奉
納
さ
れ
て
い
る

獅
子
舞
が
披
露
さ
れ
、
備
前
岡
山
太
鼓
唄
に

併
せ
て
勇
壮
に
大
中
小
三
頭
の
獅
子
が
じ
ゃ

れ
合
う
愛
ら
し
い
姿
に
盛
大
な
拍
手
が
送
ら

れ
、
暫
し
箸
を
休
め
見
入
っ
て
い
た
。

　

翌
十
八
日
、
岡
山
神
社
で
正
式
参
拝
を
行

い
久
山
宮
司
よ
り
神
社
の
由
緒
に
つ
い
て
説

明
い
た
だ
い
た
。
中
で
も
、
昭
和
二
十
年
六

月
二
十
九
日
深
夜
Ｂ
29
の
来
襲
に
よ
り
二
千

名
近
く
の
方
が
亡
く
な
っ
た
岡
山
大
空
襲
が

そ
の
後
の
神
社
造
営
に
深
く
関
わ
っ
て
い
く

こ
と
が
印
象
に
残
っ
た
。
こ
の
空
襲
に
よ
り

神
社
の
随
神
門
の
み
が
残
り
建
物
は
す
べ
て

焼
失
。
空
襲
の
四
年
前
に
当
時
宮
司
で
あ
っ

た
久
山
信
幸
氏
が
本
殿
、
拝
殿
を
檜
皮
葺
屋

根
に
葺
き
替
え
大
改
修
を
行
い
戦
地
に
向
か

わ
れ
、
帰
還
さ
れ
た
後
、
変
わ
り
果
て
た
神

社
の
姿
を
目
の
当
り
に
さ
れ
、
頑
丈
な
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
の
社
殿
竣
工
に
つ
な

が
っ
て
い
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

拝
殿
の
右
前
に
は
戌
の
大
絵
馬
が
設
置
し
て

あ
り
、
骨
型
の
紙
絵
馬
に
願
い
を
書
き
口
の

中
に
入
れ
、
神
様
に
届
け
て
も
ら
う
と
い
う

斬
新
な
ア
イ
デ
ア
が
神
社
の
佇
ま
い
に
合
っ

て
新
風
を
感
じ
さ
せ
た
。

　

そ
の
後
、
地
元
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
で
あ
る

後
楽
園
を
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の
説
明
を

受
け
散
策
し
昼
食
を
以
て
全
行
程
を
終
了
し

た
。
参
加
者
か
ら
は
同
じ
問
題
を
抱
え
て
い

る
こ
と
に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
、
今
後
の
支

部
運
営
に
活
か
し
た
い
と
い
う
声
が
聞
か

れ
、
一
同
神
社
庁
発
展
の
た
め
結
束
を
誓
い

散
会
し
た
。

　

尚
、
次
回
は
備
中
地
区
の
吉
備
支
部
担
当

で
開
催
さ
れ
る
。

「
過
疎
化
問
題
対
策
等
に
つ
い
て
意
見
交
換
」

岡
山
支
部
　
支
部
長
　
河
　
野
　
　
　
薫

支
部
長
懇
話
会
の
報
告
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倉
敷
市
玉
島
に
鎮
座
す
る
羽
黒
神
社
は
、

万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
備
中
松
山
の
城
主
、

水
谷
勝
隆
公
が
玉
島
地
方
の
干
拓
を
行
う
に

際
し
、
水
谷
家
累
代
の
氏
神
、
出
羽
国
羽
黒

山
の
出
羽
神
社
（
現
在
の
三
山
神
社
）
の
神

霊
を
勧
請
し
、
開
墾
の
成
就
と
土
地
の
守
護

神
と
し
て
祀
ら
れ
ま
し
た
。

　

開
墾
は
成
就
し
、
玉
島
は
瀬
戸
内
第
一
の

商
港
と
し
て
繁
栄
し
、
北
前
船
等
で
商
人
達

で
賑
わ
い
、
そ
れ
は
、
寄
進
さ
れ
た
函
館
、

秋
田
な
ど
か
ら
の
石
玉
垣
、
ま
た
一
八
五
〇

年
頃
に
建
て
直
さ
れ
た
本
殿
、
幣
拝
殿
の
瓦

屋
根
、
木
の
彫
り
物
の
立
派
さ
か
ら
も
う
か

が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

港
町
と
し
て
繁
栄
し
、
貿
易
会
社
、
各
種

商
店
、
問
屋
な
ど
な
ど
賑
や
か
で
あ
り
ま
し

た
。
羽
黒
神
社
を
中
心
に
ア
ー
ケ
ー
ド
の
商

店
街
が
銀
座
、
通
町
、
清
心
町
と
三
つ
も
あ

り
、
買
い
物
を
す
る
人
々
で
あ
ふ
れ
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
鉄
道
が
開
通
、
そ

の
駅
を
作
る
に
あ
た
っ
て
、
港
の
衰
退
を
恐

れ
、
遠
く
に
置
い
た
こ
と
が
あ
だ
に
な
り
、

ま
た
時
代
の
流
れ
も
あ
り
、
貿
易
港
と
し
て

の
玉
島
港
は
そ
の
役
目
を
終
え
、
そ
れ
と
共

に
町
も
元
気
を
失
っ
て
い
く
の
で
あ
り
ま
し

た
。

　

さ
て
、
こ
の
ま
ま
で
は
い
か
ん
と
立
ち
上

が
っ
た
の
が
、
地
元
港
周
辺
の
三
つ
の
商
店

街
の
街
づ
く
り
の
会
「
玉
島
み
な
と
若
旦
那

会
」
で
す
。
そ
の
三
つ
の
商
店
街
の
中
心
に

あ
る
羽
黒
神
社
も
外
す
わ
け
に
は
い
か
な
い

と
宮
司
も
メ
ン
バ
ー
に
誘
っ
て
い
た
だ
き
、

会
議
を
重
ね
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

羽
黒
神
社
の
拝
殿
の
瓦
屋
根
の
一
番
上
に

か
ら
す
天
狗
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を

活
か
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
、
か
ら
す
天
狗

仮
装
大
会
が
春
祭
り
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
今
年
で
十
回
目
を
迎
え
ま
し
た
。

メ
ン
バ
ー
の
料
理
屋
さ
ん
が
か
ら
す
天
狗
の

焼
き
印
を
押
し
た
出
汁
巻
き
を
、
お
好
み

焼
き
屋
さ
ん
が
か
ら
す
天
狗
焼

き
そ
ば
を
、
和
菓
子
屋
さ
ん
が

か
ら
す
天
狗
饅
頭
、
フ
ィ
ナ
ン

シ
ェ
、
ク
ッ
キ
ー
、
煎
餅
な
ど

を
、
呉
服
屋
さ
ん
が
か
ら
す
天

狗
脂
取
り
紙
を
販
売
し
た
り
、

地
元
小
学
生
が
中
心
で
、
祭
り

の
時
の
仮
装
行
列
も
続
い
て
い

ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
二
十
六
年
に
は

か
ら
す
天
狗
の
ゆ
る
キ
ャ
ラ
を
作
る
こ
と
に

な
り
、
同
年
八
月
公
募
で
愛
称
を
募
集
し
た

結
果
、「
は
ぐ
ろ
ん
」
と
名
付
け
ら
れ
、
地

元
を
始
め
県
内
各
地
に
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ

り
、
活
躍
し
て
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
羽
黒
神
社
境
内
に
、
一
本
の
変

わ
っ
た
松
の
木
が
あ
り
ま
す
。
高
さ
は
三

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
太
く
な
い
木
で
す
が
、
そ

の
幹
が
二
股
に
分
か
れ
、
二
か
所
で
結
ば
れ

て
い
ま
す
。
数
十
年
前
に
地
元
の
愛
好
家
が

育
て
、
大
き
く
な
っ
て
き
た
の
で
と
、
縁
結

び
の
御
神
徳
の
あ
る
当
社
に
寄
進
さ
れ
た
も

の
で
す
。
以
来
「
む
す
び
の
松
」
と
し
て
育

て
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
存
在
に
気
づ

く
人
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で

宮
司
が
一
念
発
起
し
、
松
の
根
元
を
加
工
さ

れ
た
庭
石
で
ハ
ー
ト
形
に
囲
み
、
白
石
を
入

れ
目
立
つ
よ
う
に
し
ま
し
た
。
周
囲
に
植
え

た
ク
ロ
ー
バ
ー
は
、
宮
司
夫
人
の
手
入
れ
に

よ
り
、四
ツ
葉
の
ク
ロ
ー
バ
ー
が
多
く
育
ち
、

こ
れ
ま
た
手
作
り
の
ハ
ー
ト
の
絵
馬
も
で
き

ま
し
た
。

　

何
年
か
経
つ
内
に
徐
々
に
縁
結
び
の
パ

ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
浸
透
し
て
い
き
、
タ

ウ
ン
情
報
誌
、
新
聞
、
テ
レ
ビ
等
で
取
り
上

げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
こ
ち

ら
か
ら
積
極
的
に
売
り
込
ん
だ
わ
け
で
は
な

く
、
あ
ち
ら
が
ど
こ
か
か
ら
情
報
を
仕
入
れ

て
の
取
材
で
あ
り
ま
し
た
。

　

街
づ
く
り
の
会
と
の
相
乗
効
果
も
あ
り
、

か
ら
す
天
狗
、
ゆ
る
キ
ャ
ラ
は
ぐ
ろ
ん
、
か

ら
す
天
狗
焼
き
そ
ば
な
ど
と
絡
め
て
の
取
材

な
ど
も
色
々
あ
り
、
お
参
り
も
増
え
て
い
ま

す
。

　

目
立
た
な
か
っ
た
部
分
で
も
神
社
が
意
識

し
て
整
備
す
る
こ
と
で
、
改
め
て
パ
ワ
ー
ス

ポ
ッ
ト
に
な
り
得
る
事
例
と
し
て
紹
介
い
た

し
ま
し
た
。

広
報
部
員
が

実
際
に
行
っ
て
き
ま
し
た
!!

パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト（
　��

）

神
社
巡
り
紀
行

ご
利
益

ス
ポ
ッ
ト

第
二
回
　
羽
黒
神
社
編
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神

職

任

免

▲

就
任
発
令
の
部
▲

年 

月 
日

鎮
　
座
　
地

神 

社 

名

本
務
職

氏
　
名
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・
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・
6

高
梁
市
有
漢
町
有
漢

鈴
岳
神
社

本　

禰
宜

小
原　

慶
子

29
・
12
・
18

総
社
市
下
倉

八
幡
神
社

本　

宮
司

内
倉　
　

学

30
・
1
・
29

新
見
市
新
見

船
川
八
幡
宮

本　

禰
宜

木
山　

知
香

30
・
1
・
29

新
見
市
新
見

船
川
八
幡
宮

本　

権
禰
宜

木
山　

陽
香

30
・
5
・
17

岡
山
市
東
区
乙
子

乙
子
神
社

本　

禰
宜

岡
㟢　

和
真

30
・
6
・
7

久
米
郡
久
米
南
町
羽
出
木

波
多
神
社

本　

宮
司

家
本　

正
輝

30
・
6
・
7

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
田
土

川
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神
社

本　

禰
宜
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瀬　

吉
正

30
・
6
・
7

高
梁
市
備
中
町
西
山

大
藏
神
社

本　

禰
宜

伊
野　

晴
美

▲

退
任
発
令
の
部
▲
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月 

日
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名
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梁
市
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町
成
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本　
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司

干
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悟
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・
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岡
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市
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区
あ
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ぼ
の
町

岡
南
神
社

本　

宮
司

垣
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征
四
郎
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・
4
・
4

新
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市
正
田
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社
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禰
宜

木
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輝
子

30
・
4
・
4

新
見
市
新
見

船
川
八
幡
宮

本　

権
禰
宜

溝
手　
　

澄

30
・
5
・
17

岡
山
市
東
区
古
都
南
方

中
山
八
幡
宮

本　

禰
宜

三
宅
貴
志
子

30
・
6
・
7

岡
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市
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備
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社
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宜
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輝
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・
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岡
山
市
北
区
吉
備
津

吉
備
津
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禰
宜

清
瀬　

吉
正

神

職

帰

幽

年 

月 

日

鎮
　
座
　
地

神 

社 

名

本
務
職

氏
　
名

現
身
分

享
年

30
・
1
・
12

岡
山
市
北
区
栢
谷

神
神
社

本　

宮
司

黒
住　

忠
弘

三
級

80

30
・
1
・
28

高
梁
市
備
中
町
西
山

大
藏
神
社

本　

禰
宜

石
川　

昭
夫

三
級

78

30
・
1
・
29

倉
敷
市
玉
島
柏
島

柏
島
神
社

本　

権
禰
宜

亀
山　

誠
子

三
級

85

30
・
6
・
6

岡
山
市
北
区
今

今
村
宮

本　

宮
司

今
村　

忠
司

三
級

51

神
社
庁
辞
令

年 

月 

日

機
　
構
　
名

機
構
役
職

氏
　
名

29
・
12
・
11

協
議
員
会

協
議
員
3
号

赤
木　
　

実

29
・
12
・
18

協
議
員
会

協
議
員
2
号

菱
川　

充
子

30
・
2
・
14

祭
祀
委
員
会

委
員

村
上　

大
祐

30
・
2
・
14

祭
祀
委
員
会

委
員

難
波　

美
帆

30
・
2
・
14

祭
祀
委
員
会

委
員

岡
㟢　

寛
英

30
・
3
・
16

伊
勢
神
宮
崇
敬
会
岡
山
県
本
部

評
議
員

生
駒
五
三
六

■平成 30 年８月 15 日

■平成 30 年 11 月７日～８日
　中国地区神社庁職員研修

■�平成 30 年 12 月 29 日～
　平成 31 年１月６日
　年末年始

閉庁のお知らせ
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12月
１日 月次祭
６日 役員会／神青協広報部会／神青協大麻啓発活動
11日 祭祀委員会役員会／祭祀舞部会／祭儀部会
12日 女子神職会清掃奉仕／財務委員会
18日 二級伝達式
22日 庁報発送作業
25日 神青協発送作業

１月
５日 年始祭
23日 雅楽部会・事業部会合同雅楽鑑賞会（操明小学校・石井小学校）
29日 役員会／祭祀舞部会／女子神職会役員会
30日 神青協役員会

２月
１日 月次祭
２日 敬神婦人会監査会／敬神婦人会役員会
５日 神宮奉賛部会
７日 総務委員会／特殊神事部会
８日 女子神職会発送作業／祭儀部会／事業部会
13日 教化委員会役員会
14日 役員会
15日 教神協役員会
19日 雅楽部会
20日 中国地区神社庁連絡会議第１日目（島根県）
21日 中国地区神社庁連絡会議第２日目（島根県）／祭祀舞部会
23日 広報部会
27日 祭祀舞研修会
28日 神宮奉賛部会

３月
１日 月次祭
５日 同宗連総会・講演会
６日 祭祀委員会神殿祭習礼
８日 池田厚子様の神宮祭主退任慰労会（ホテルグランヴィア岡山）
９日 育成部会
12日 神殿祭
16日 二級上伝達式
19日 神青協監査会／神青協役員会／神青協事業部会
22日 神宮奉賛部会
27日 身分選考表彰委員会
28日 特殊神事部会
29日 事業部会
30日 女子神職会監査会／女子神職会役員会

４月
２日 月次祭／祭祀舞部会
４日 研修企画室
５日 神青協監査会／神青協役員会
６日 伊勢神宮崇敬会監査会／伊勢神宮崇敬会理事評議員会／関係者大会企画委員会
７日 総代会役員会／総代会臨時評議委員会／研修企画室
９日 重康防災点検
11日 教化委員会役員会／神青協総会
12日 神楽部監査会／神楽部役員会
16日 祭儀部会
17日 岡山八幡会研修会
19日 雅楽部会／特殊神事部会
20日 第56回岡山県神社関係者大会
23日 春の旅行第１日目（山口県）
24日 春の旅行第２日目（山口県）
27日 女子神職会総会／女子神職会自主研修会

５月
１日 月次祭
２日 神青協創立70周年記念事業委員会
11日 教神協会議
14日 敬神婦人会総会（総社方面）
15日 財務委員会
16日 神青協発送作業
17日 支部長懇話会（岡山支部）
18日 支部長懇話会（岡山支部）
21日 祭儀部会／育成部会／祭祀舞部会（いさお会館）
29日 女子神職会三役会／雅楽部会
30日 全教神協中国地区会長会

６月
１日 月次祭
４日 役員会／身分選考表彰委員会／事業部会／特殊神事部会
５日 神青協清掃奉仕／神青協役員会
７日 初任神職研修会第１日目
８日 初任神職研修会第２日目
15日 祭儀部会／神青協広報部会
18日 初任神職研修会第３日目
19日 初任神職研修会第４日目
21日 定例協議員会
22日 教化委員会役員会
24日 神職教養研修会
25日 神青協教養研修会
27日 祭式研修会
28日 雅楽部会

庁　　務　　日　　誌　　抄
平成29年12月１日～平成30年６月30日

↑罫線隠しています
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それぞれは別の旅行社になります。正式なチラシとご案内
は後日送付いたします。

　

こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
七
月
初
め
、
す

で
に
猛
暑
で
す
。
暑
い
盛
り
に
夏
の
祭
典
は

大
変
で
、
作
業
着
シ
ョ
ッ
プ
に
あ
る
扇
風
機

付
き
作
業
着
な
ら
ぬ
、
扇
風
機
付
き
装
束
を

ど
こ
か
が
開
発
し
て
く
れ
な
い
か
と
半
ば
本

気
で
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
広
報
部
会
で
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

充
実
を
さ
ら
に
進
め
る
べ
く
、
神
社
庁
や
各

委
員
会
、
部
会
が
、
広
く
一
般
に
お
知
ら
せ

し
た
い
も
の
を
よ
り
早
く
伝
え
ら
れ
る
よ
う

に
、
今
期
は
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
に
お
知
ら
せ
欄

を
設
け
る
予
定
で
す
。
神
社
庁
が
行
う
一
般

向
け
各
体
験
事
業
な
ど
の
募
集
要
項
や
、
イ

ベ
ン
ト
告
知
な
ど
、
神
社
庁
、
或
い
は
広
報

部
会
で
更
新
で
き
る
よ
う
に
い
た
し
ま
す
。

　

皆
様
方
の
神
社
で
、
祭
典
な
ど
に
特
別
な

行
事
な
ど
が
あ
る
場
合
は
、
各
神
社
の
ペ
ー

ジ
の
特
記
事
項
な
ど
に
加
え
る
こ
と
も
で
き

ま
す
。
ご
自
身
の
奉
務
神
社
の
ペ
ー
ジ
を
ご

確
認
い
た
だ
き
、
加
え
た
い
も
の
が
あ
り
ま

し
た
ら
、
広
報
部
会
ま
で
メ
ー
ル
で
原
稿
を

お
送
り
く
だ
さ
い
。
写
真
の
変
更
や
付
け
加

え
も
で
き
ま
す
。�

広
報
部
長　

福
田

　

あ 

と 

が 

き

koho@
okayam

a-jinjacho.or.jp

広
報
部
会
ア
ド
レ
ス




